
２．地区の特徴と
街づくりについて

◆対象区域

◆地区の特徴

◆地区の位置づけ

◆「地区街づくり」とは

令和元年11月9日
太子堂五丁目・若林二丁目地区
街づくり講演会

資料１



 対象区域
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太子堂五丁目・若林二丁目全域対象区域
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 地区の特徴
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渋谷駅

0 500 1000 2000m

４ｋｍ

利便性が高い（都心へのアクセス性）街の特徴①

出典：国土地理院地図（電子国土Web）から出力した図をベースに作図
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渋谷から
概ね４ｋｍ圏内

太子堂五丁目・若林二丁目地区

立地状況図①



利便性が高い（買い物利便性や区役所へのアクセス性）街の特徴①

出典：国土地理院地図（電子国土Web）から出力した図をベースに作図
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世田谷区役所

0 500 1000ｍ

１ｋｍ

１ｋｍ

三軒茶屋駅

世田谷区役所や商業施設等が
集積する三軒茶屋駅に近い

地区の東側には
商店街がある

太子堂五丁目・若林二丁目地区

立地状況図②



利便性が高い（公共交通）街の特徴①

出典：世田谷区せたがや道づくりプラン【道路整備方針】（平成２８年３月見直し版）（世田谷区）
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公共交通の
利便性が高い

公共交通機関の利用が不便な地域
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太子堂五丁目 若林二丁目 区全体

住宅地である

若林二丁目
敷地の８割が住宅

街の特徴②

出典：世田谷区土地利用現況調査（H28）
補足：「敷地合計に対する住宅用地の割合」は、地区全体から道路を除いた面積に対する集合住宅と専用独立住宅を足した面積の割合をいう。

集合住宅 専用独立住宅 公共系（教育文化施設） 公共系（その他） 商業系（商業施設）

商業系（事務所建物） 商業系（その他） 工業系 空地系 公園・運動場等

その他 敷地に対する住宅用地の割合
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太子堂五丁目・若林二丁目地区

土地利用用途別割合 土地利用現況図



人口が増えている街の特徴③

出典：住民基本台帳（各年10/1 現在）
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人口の推移 人口増加率（H25に対するH30人口の割合）



地域の資源がある（烏山川緑道/緑や季節を感じる資源）街の特徴④
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若林稲荷神社

地域の資源がある（神社/地域の歴史を感じる資源）街の特徴④

太子堂八幡神社
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建物が立っていない空間

建物

街の特徴⑤

出典：世田谷区土地利用現況調査（H28）
補足： 「建物棟数密度」は、1ha あたりの宅地面積に対する建物棟数をさす。

特に密度が
高いエリア
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密集市街地（建物が多い）

太子堂五丁目は
区内最高

建物棟数密度 建物分布状況



街の特徴⑤

出典：世田谷区土地利用現況調査（H28）、住民基本台帳（各年10/1 現在）
補足：１人あたりの公園・運動場面積は、H30の人口に対する公園・運動場面積の割合を指す
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密集市街地（公園等が少ない）

地区面積に対する公園・運動場割合
１人あたりの公園・運動場面積（㎡/人）

空地分布



密集市街地（空地が少ない）街の特徴⑤

出典：世田谷区土地利用現況調査（H28）
補足： 「空地率」は、地区面積に対する幅員６ｍ以上の道路や⼀定規模以上の公園・広場等の⾯積の割合をさす。
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空地率 空地分布図



狭い道路が多い（道路幅員）街の特徴⑥

４ｍ未満

出典：世田谷区土地利用現況調査（H28）
補足： 細街路率は、地区内の道路総延⻑に対する幅員4ｍ未満の道路延⻑の割合をさす。
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細街路率 道路幅員現況図



６ｍ未満の道路のみに接する敷地が区平均より高い街の特徴⑥

出典：世田谷区土地利用現況調査（H28）
補足：前面道路幅員は、地区内の敷地（非宅地・その他除く）ごとに接する道路のうち、最も幅員が広いものを示す。

６ｍ未満の道路に接する敷地の割合は、前面道路幅員が６ｍ未満となる敷地数の割合をさす。

狭い道路が多い（前面道路幅員）
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６ｍ未満の道路に接道する敷地の割合

１２～１６ｍ １６ｍ以上

前面に接する道路が
狭い敷地が多い
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前面道路幅員別割合 前面道路幅員図



狭い道路が多い（避難が困難とされている区域）街の特徴⑥

出典：世田谷区土地利用現況調査（H28）
補足：避難が困難とされる区域は、「幅員６ｍ以上の道路に約100ｍ圏内で到達できない」

区域をさし、世田谷区みちづくりプランを参考に作図しています。

６ｍ以上の道路（連続している区間のみ）

避難が困難とされる区域

地区の中央部一帯が
避難が困難とされる区域

となっている
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避難が困難とされる区域分布図



火災危険度が高い（火災危険度４地震に関する地域危険度測定調査（東京都））

火災危険度

対象地区

街の特徴⑦

出典：地震に関する地域危険度測定調査（H30/ 
東京都）

補足：火災危険度は、出火や延焼のしやすさから
火災の危険性を測る指標で、５ 段階評価で
「５」が最も危険度が⾼い。区では「５」の該
当地区がなく、「４」が最⾼となる。

危険性 高い低い
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火災危険度図



火災危険度が高い（建物の構造）

若林二丁目
耐火性のある建物
の割合が低い

耐火性の高い建物の割合

街の特徴⑦

出典：世田谷区土地利用現況調査（H28）
補足：耐火性のある建物の割合は、地区内の建物の建築⾯積に対する耐⽕造と準耐⽕構造の割合をさす。
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建物構造別割合 建物構造現況図



火災危険度が高い（不燃領域率）街の特徴⑦

出典：世田谷区土地利用現況調査（H28）
補足：不燃領域率は、市街地の燃えにくさを⽰す指標で、耐火性の高い建物の割合と一定規模以上の空地の割合から算出する。70％を超えると市街地

の延焼の危険性がほぼなくなるとされている。
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不燃領域率の推移



まとめ

 利便性が高い

 住宅地である

 人口が増えている

 地域の資源がある

 密集市街地である

 狭い道路が多い

 火災危険度が高い

データから見て分かったこと
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街の特徴⑦

街の特徴⑥

街の特徴⑤

街の特徴④

街の特徴③

街の特徴②

街の特徴①

（都心へのアクセス性、買い物利便性や区役所へのアクセス性、公共交通）

（緑や季節を感じる資源、地域の歴史を感じる資源等）

（建物が多い、空地が少ない、公園が少ない）

（道路幅員、前面道路幅員、避難が困難とされている区域）

（火災危険度４、建物の構造、不燃領域率）

問
題
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良
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 地区の位置づけ
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 東京都により「震災時に特に甚大な被害が想定される地域」として整備地域（世
田谷区役所周辺・三宿・太子堂地域）に指定されています。

「東京都防災都市づくり推進計画」より位置付け①

世田谷区役所周辺・三宿・太子堂地域
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太子堂五丁目・
若林二丁目地区



 整備地域内の多くで地区計画・地区街づくり計画が策定され、地区レベルの街
づくりが進められています。

位置付け①

太子堂五丁目・
若林二丁目地区
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「東京都防災都市づくり推進計画」より 拡大図



 地震などの災害発生時に火災な
どの危険性が高い区域を指定し、
個々の建築物の建替えにより防
火性の高い建築物へ誘導するも
のです。

新たな防火規制区域の指定
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（東京都建築安全条例／平成24 年～）

 老朽建築物の除却や建替え等の
費用助成などにより、地区内での
建築物の不燃化を支援する制度
です。

不燃化特区制度

（令和２年度まで）

 防災性向上に向けた取り組みが進められています。

新たな防火規制区域・不燃化特区



「世田谷区都市整備方針」位置付け②

 太子堂五丁目・若林二丁目地区は、世田谷区都市整備方針※で
「地区計画などを策定し街づくりを進めていく地区」に位置づけられています。

※都市整備方針は、「世田谷区街づくり条例」を根拠とした、都
市づくり・街づくりにおける区の総合的方針であり、都市計画
法第18条の2により策定する「市町村の都市計画に関する基本
的な方針」としての位置付けを持つものです。

太子堂五丁目・
若林二丁目地区
「建築物の不燃化の促
進などにより、防災性の
向上を図るとともに、良好
な住環境の保全をめざし
た街づくりを進めます」

出典︓世田谷区都市整備方針※ 世田谷地域のアクションエリア
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 「地区街づくり」
とは
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